
議案第１号 

   条例案に対する意見について 

 

  平成31年２月20日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

１ 趣旨 

  平成31年２月岩手県議会定例会に提出された次に掲げる条例案について、岩

手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められたの

で、別紙のとおり回答しようとするものである。  

 

２ 意見を求められた条例案 

(1)  会計年度任用職員の給与等に関する条例（議案第 26 号） 

(2)  職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び職員の自己啓発等休

業に関する条例の一部を改正する条例（議案第 27 号） 

(3)  市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例の一部を改正する条例（議案第 72 号） 

(4)  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例のうち第１条、第２条及び第４条から第７条まで並び

に附則第１項から第３項まで（議案第 73 号） 
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人委職第 999 号  

平成31年２月20日  

 

 岩手県議会議長 佐々木 順一 様 

 

岩手県人事委員会          

委員長 熊谷 隆司       

 

 

   条例案に対する意見について（回答） 

 平成31年２月12日付け議第319号により意見を求められた下記条例案については、

適当なものと認められます。 

記 

議案第26号 会計年度任用職員の給与等に関する条例 

議案第27号 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び職員の自己啓発等

休業に関する条例の一部を改正する条例 

議案第72号 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正する条例 

議案第73号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例のうち第１条、第２条及び第４条から第７条まで

並びに附則第１項から第３項まで 
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条例案に対する意見について 

 

１ 検討の趣旨                                    

   平成31年２月県議会に提案された職員に関する条例案について、県議会から地方公務員法第５条第２項に基

づき意見を求められたことから、検討を行うものであること。 

 

  〔議会日程〕 

   ・２月12日 意見照会（２月26日 回答期限） 

   ・２月13日 本会議（招集日・議案提案） 

   ・２月28日 本会議（質疑・委員会付託） 

   ・３月19日 常任委員会（総務委員会） 

   ・３月25日 本会議（最終日・採決） 

 

２ 意見を要する条例案                                

 

３ 条例案の検証結果                                 

№ 条例名 改正内容 検証結果 検討資料 

１ 
会計年度任用職員の給与等に

関する条例 

地方公務員法等の規定により、会計

年度任用職員の給与等に関し必要な事

項を定めようとするもの  

適当 別紙１ 

２ 

地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関す

る条例のうち第１条、第２条

及び第４条から第７条まで並

びに附則第１項から第３項ま

で 

地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴い、関係

条例について整備をしようとするも

の 

適当 別紙２ 

３ 

市町村立学校職員の給与等に

関する条例及び職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条

例の一部を改正する条例 

国の例に準じ、正規の勤務時間以外

の時間における勤務について定めるも

の  

適当 別紙３ 

４ 

職員の大学院派遣研修費用の

償還に関する条例及び職員の

自己啓発等休業に関する条例

の一部を改正する条例 

学校教育法の一部改正に伴う所要の

整備（項ずれの修正）をするもの 
適当 別紙４ 

№ 議案番号 条 例 名 

１ 第 26号 会計年度任用職員の給与等に関する条例 

２ 第 73号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例のうち第１条、第２条及び第４条から第７条まで並びに附則第１

項から第３項まで 

３ 第 72号 
市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例の一部を改正する条例 

４ 第 27号 
職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び職員の自己啓発等休業に関

する条例の一部を改正する条例 
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４ 条例案意見（事務局案）                               

意見を求められた条例案につきましては、適当なものと認められます。 

 

 

【参考】 

 

○地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号） 

（人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定）  

第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例

で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について

必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。  

２ 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定

し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなけれ

ばならない。 
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別紙１ 

会計年度任用職員の給与等に関する条例 

 

１ 条例案の内容                                    

 ⑴ 趣旨 

 地方公務員法等の規定により、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めようとするもの。 

 ⑵ 条例案の内容 

  ア 給与の種類（第２条） 

    会計年度任用職員に支給する給与の種類について規定する。 

 

 

 

  

 

 

 

 イ 第１号会計年度任用職員の報酬 

  ・ 給料に相当する報酬（第３条） 

第１号会計年度任用職員に支給する給料に相当する報酬について、人事委員会規則で定める基準に従い、

任命権者が定める旨を規定する。 

・ 初任給調整手当に相当する報酬（第４条） 

医師、歯科医師、獣医師等の職に任用された第１号会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当

する報酬について、一般職の職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）に規定する範囲内の額

で人事委員会が定める額を支給する旨を規定する。 

・ 地域手当に相当する報酬（第５条、第６条） 

地域手当支給地域に勤務する第１号会計年度任用職員に対する地域手当に相当する報酬について、給与

条例に規定する区分に応じて支給する旨を規定する。 

また、医師等の第１号会計年度任用職員に対し、給与条例適用職員と同じ支給率による地域手当に相当

する報酬を支給する旨を規定する。 

・ 特殊勤務手当に相当する報酬（第７条） 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する第１号会計年度任用職

員に対して、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する旨を規定する。   

・ 特地勤務手当・へき地手当（準ずる手当を含む）に相当する報酬（第８条から第11条） 

特地手当・へき地手当に相当する報酬（第８条、第10条） 

特地公署・へき地学校等に勤務する第１号会計年度任用職員に対して、特地勤務手当・へき地手当に

相当する報酬を支給する旨を規定する。 

特地手当・へき地手当に準ずる手当に相当する報酬（第９条、第11条） 

特地公署・へき地学校又はこれらに準ずる公署・学校等の移転に伴い住居を移転した第１号会計年度

任用職員に対して、特地勤務手当・へき地手当に準ずる手当に相当する報酬を支給する旨を規定する。 

（会計年度任用職員は異動を行わないことを想定しているため、公署の移転のみを規定） 

・ 超過勤務手当・休日給・宿日直手当・夜勤手当に相当する報酬（第12条から第15条） 

正規の勤務時間外、休日若しくは夜間に勤務することを命ぜられ又は宿日直勤務に従事することを命ぜ

られた第１号会計年度任用職員に対して、超過勤務手当、休日給、夜勤手当又は宿日直手当に相当する報

酬をそれぞれ支給する旨を規定する。 

  ・ １時間あたりの報酬額の算出（第16条） 

第１号会計年度任用職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬額の算定における勤務１

時間当たりの報酬額の算出について規定する。 

・ 報酬の減額（第17条） 

第１号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない１時間につき、勤務

１時間当たりの報酬額を減額して支給する旨規定する。 

【会計年度任用職員に支給する給与】 

第１号会計年度任用職員（パートタイム会計年度任用職員） 

 報酬、期末手当（※通勤する場合の費用弁償については第25条に規定） 

第２号会計年度任用職員（フルタイム会計年度任用職員） 

給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（準ずる手当を含む）、へ

き地手当（準ずる手当を含む）、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当 
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ウ 第２号会計年度任用職員の給料（第18条） 

第２号会計年度任用職員に支給する給料について、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定め

る旨を規定する。 

エ 第２号会計年度任用職員の手当（第19条） 

第２号会計年度任用職員に対する手当（期末手当を除く。）の支給額及び支給方法については、給与条例又

は市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「給与等条例」という。）の適用を受ける職員（以下「給与

条例等適用職員」という。）の例による旨を規定する。 

オ 会計年度任用職員の期末手当（第20条） 

   会計年度任用職員に期末手当を支給する旨を規定する。 

 カ 会計年度任用職員の期末手当の不支給及び支給の一時差止（第21条・第22条） 

会計年度任用職員のうち期末手当を支給しない者及び会計年度任用職員の期末手当の支給を一時差し止め

する場合について規定する。 

 キ 会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法（第23条） 

給料又は月額の報酬を受ける会計年度任用職員の給料及び月額の報酬の支給方法については、給与条例等

適用職員の例による旨を規定する。 

 ク 会計年度任用職員の休職者の給与（第24条） 

会計年度任用職員が休職した場合における給与は、給与条例等適用職員の例による旨を規定する。 

ケ 第１号会計年度任用職員の費用弁償 

  ・ 通勤手当に相当する費用弁償（第25条） 

第１号会計年度任用職員が通勤のため交通機関を利用する場合等は、給与条例又は給与等条例の規定の

例により、その費用を弁償する旨を規定する。 

 ・ 職務のため旅行する場合の費用弁償（第26条） 

第１号会計年度任用職員が職務のため旅行した場合には、給与条例等適用職員に支給される旅費の例に

より、その費用を弁償する旨を規定する。 

コ 会計年度任用職員の勤務時間等（第27条） 

会計年度任用職員の勤務時間及び休日については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（以下「勤

務時間等条例」という。）又は給与等条例の適用を受ける職員の例による旨を規定する。 

サ 会計年度任用職員の休暇の種類（第28条） 

会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする旨を規定する。 

シ 技能職員等の給与の種類及び基準（第29条） 

技能職員等の給与の種類及び給与の基準について規定する。 

 

 

 

 

 ス 人事委員会規則への委任（第30条） 

この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める旨を規定する。 

 セ 附則関係 

  ・ 第１項（施行期日） 

    この条例は、平成32年４月１日から施行すること。 

会計年度任用職員制度の周知や新制度に対応するためのシステム改修等、制度移行に係る準備期間が一

定程度必要であるため、公布日から施行日まで相当の期間を空けるものである。 

  ・ 第２項（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行に伴い、会計年度任

用職員が一般職の非常勤職員として位置づけられることにより、会計年度任用職員の勤務条件等について

は本条例により規定することになったため、給与条例から非常勤職員を除く旨を規定する。 

また、改正法の施行に伴い改正後の臨時的任用職員については、常勤の職員と位置付けられることから、

現行の常時勤務を要しない臨時的任用職員にあっては本条例に規定する会計年度任用職員に移行すること

となり、現行の常時勤務を要する臨時的任用職員にあっては給与条例等適用職員となるため、給与条例か

ら臨時的任用職員の規定を除く旨を規定する。 

  ・ 第３項（市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正） 

【技能職員等に支給する給与】 

給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、へき地手当、超過勤務手当、休日給、

宿日直手当、夜勤手当、期末手当及び退職手当 
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改正法の施行に伴い、県費負担教職員のうち非常勤講師が会計年度任用職員に位置づけられることとな

るため、非常勤講師に関する規定を除く旨を規定する。 

・ 第４項（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

改正法の施行に伴い、会計年度任用職員が一般職の非常勤職員として位置づけられることにより、会計

年度任用職員の勤務条件等については本条例により規定することになったため、勤務時間等条例から非常

勤職員を除く旨を規定する。 

 ⑶ 施行日等（附則関係） 

   平成32年４月１日から施行する。 

 

２ 条例案意見（事務局案）                                      

  適当なものと認められる。 

 

【理由】 

この条例案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）を踏まえて、

会計年度任用職員の給与・勤務条件等を定めようとするものであり、その内容は総務省が運用上の留意事項

等を記載した「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」（平成29年８月、平成30年１０

月改訂）に沿ったものであり、当該条例により勤務条件の整備がなされるものであること。 
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別紙１参考 

本県における会計年度任用職員制度への対応について 

１ これまでの経緯                                 

（１）改正法の概要 

  ア 地方公務員法の一部改正（施行日：平成32年４月１日） 

・ 特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化 

・ 一般職の会計年度任用職員制度を創設 

現在、本県が任用している臨時・非常勤職員の大部分が会計年度任用職員に移行 

 

イ 地方自治法の一部改正（施行日：平成32年４月１日） 

・ 会計年度任用職員に対し期末手当の支給が可能となるよう規定を整備 

（２）総務省マニュアルの通知（平成29年８月、平成30年10月改訂） 

   会計年度任用職員制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、国が改正法の運用上の

留意事項等を記載した「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」

（以下「総務省マニュアル」という。）を発出 

 

２ 本県における対応                                

  総務省マニュアルの内容を基本とした制度設計とし、関係条例・人事委員会規則等を整

備する。 

(１) 職の整理のイメージ 

現行 

職 任用根拠等 

特別職非常勤職員 

（産業医、嘱託医等） 

地方公務員法（以下「地公法」という。）第３条第３項第３号 

（臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準

ずる者） 

任期：原則12月以内 ※再度の任用可 

特別職非常勤職員 

（上記以外） 

一般職非常勤職員 

（警察本部） 

地公法第17条 

（欠員を生じた場合） 

臨時的任用職員 

（講師、実習助手等） 

地公法第22条 

（緊急の場合、臨時の職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合

の臨時的任用） 

任期：６月以内 

※ ６月を超えない範囲で更新可 

臨時的任用職員 

（上記以外） 

  
法改正後 

職 任用根拠等 

特別職非常勤職員 

改正後の地方公務員法（以下「新地公法」という。）第３条

第３項第３号 

任期：現行に同じ 

第１号会計年度任用職員 

（パートタイム） 

新地公法第22条の２第１項第１号 

任期：採用～会計年度内 

再度の任用可（空白期間設定不可） 

第２号会計年度任用職員 

（フルタイム） 

新地公法第22条の２第１項第２号 

任期：上記パートタイムに同じ 

臨時的任用職員 
新地公法第22条の３（改正前の地公法第22条） 

任期：現行に同じ（６月以内、更新可） 
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(２) 総務省マニュアルの主な内容 
 

主な項目 第１号会計年度任用職員 

（パートタイム） 

第２号会計年度任用職員 

（フルタイム） 

１ 任期・ 

勤務時間 
（任期） １会計年度内（再度任用可能） 

（勤務時間）週38時間45分未満 （勤務時間）週38時間45分 

２ 給料・ 

報酬 

・報酬 ・給料 

※ 常勤職員の初任給を上限とするが、専門職種についてはこの限りで

はないこと 

３ 手当 ・期末手当（任期が６月以上の者

が対象） 

・通勤に係る費用（費用弁償） 

・超過勤務手当等に相当する報酬 

・特殊勤務手当等に相当する報酬 

・期末手当（任期が６月以上の者が

対象） 

・通勤手当 

・超過勤務手当、休日給、夜勤手当

等 

・特殊勤務手当、初任給調整手当、

地域手当等 

・退職手当(フルタイムで18日以上

勤務した日がある月が引き続き

６月を超える職員が対象） 

４ 休暇 国の非常勤職員の休暇との均衡を図り付与（※） 
  
（※） 休暇については、国の非常勤職員に認められている休暇に加え、人材確保の観点か

ら現行の本県非常勤職員に認められている休暇（夏季休暇等）を付与する方向で検

討中 

３ 今後のスケジュール（想定）                           
 

平成30年度 （平成31年１月～）職員団体との交渉 

（２月議会）関係条例案の提案 

平成31年度 （上半期～）人事管理・給与等のシステム改修 

  人事委員会規則・各任命権者における会計年度任用職員の人事事

務取扱要領等の整備 

（年内）会計年度任用職員募集 

平成32年度 （４月～）会計年度任用職員制度運用開始 
 
【参考１】東北他県の会計年度任用職員関係条例提案時期 

青森県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 

平成31年２月 
平成31年６月 

又は９月 
平成31年９月 平成31年２月 平成31年６月 

【参考２】本県における臨時・非常勤職員の任用状況及び見直しの方向性（H30.5総務省調査への回答） 

 現状                       見直しの方向性 

 
臨時職員 非常勤職員 計  臨時職員 非常勤職員 

会計年度 

任用職員 

知事部局等 1,545 2,055 3,600  0 456 3,144 

教育委員会 1,484 2,006 3,490  1,242 387 1,861 

警察本部 8 190 198  0 40 158 

合計 3,037 4,251 7,288  1,242 883 5,163 
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別紙２ 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

１ 条例案の内容                                   

 ⑴ 趣旨 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例について整備しようとするも

のであること。 

 

 ⑵ 条例案の内容 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、一般職の職員について「会計年度任用職員」

の追加等の改正がなされたことから、下記の条例における関連規定を整備する必要が生じたものである。 

  ア 職員の分限についての手続及び効果に関する条例（第１条関係） 

    職員が休職できる期間について、会計年度任用職員についてはその任用期間を上限とするもの。 

イ 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例（第２条関係） 

  減給処分について、報酬を支給される会計年度任用職員については、報酬の額を減ずることとするもの。 

ウ 岩手県職員定数条例（第３条関係） 

 → 条例権者の管理運営事項であり、意見は求められないもの。 

エ 職員の退職手当に関する条例（第４条関係） 

  一定の要件を満たす会計年度任用職員等を退職手当の支給対象とするもの。 

オ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（第５条関係） 

  法改正に伴う所要の整備 

カ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（第６条関係） 

  同上 

キ 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（第７条関係） 

  任期の定めのない職員と同じ勤務時間である会計年度任用職員について当該条例による公表の対象とす

るものであること。 

 ⑶ 施行日等（附則関係） 

   平成32年４月１日から施行する。 

 

２ 条例案意見（事務局案）                                      

  適当なものと認められる。 

 

【理由】 

会計年度任用職員の給与等に関する条例と同様、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律を踏

まえ、上記１(２)のア～キ（ウを除く）の各条例について所要の整備を行うものであり、いずれも適切な内

容であること。 
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別紙３ 

市町村立学校職員の給与等に関する条例及び 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 条例案の内容                                    

 ⑴ 趣旨 

 次に掲げる条例において、国の例に準じて、正規の勤務時間以外の時間における勤務について定めようと

するもの。 

   ・ 市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「給与等条例」という。）の一部改正（第１条関係） 

   ・ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（以下「勤務時間等条例」という。）の一部改正（第２条

関係） 

 ⑵ 改正の経緯 

ア 国家公務員に係る改正 

平成 30年７月に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30年法律第

71号）により、労働基準法（昭和 22年法律第 49号。以下「労基法」という。）の一部改正が行われ、民

間事業所において時間外労働時間の上限設定などの措置が講じられたことを受け、国家公務員については、

先般、人事院規則等が改正され、平成 31年４月１日から下記のとおり超過勤務の上限設定等が行われた。 

 

【人事院規則の概要】 

① 超過勤務命令を行うことのできる上限は原則、１箇月 45時間、１年 360時間とする。 

② 他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難

な業務をいう。）の比重が高い部署に勤務する職員は、１箇月 100時間未満、２～６か月平均80時間、

１年 720時間、１年のうち１箇月45時間を超えることができるのは６箇月とする。 

③ 特例業務（大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交

渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省庁の長が認めるものをい

う。）に従事する職員については、①及び②の上限を超えることができる。（この場合、各省庁の長が

当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行う。） 

 

【参考】民間労働法制における時間外労働の上限規制の概要 

・ 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がなければこれを超えること

ができないこと。 

・ 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなければならないこと。 

 時間外労働が年720時間以内 

 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、２～６か月平均80時間以内 

 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度 

・ 上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科されること。 

・ 実労働時間数は、特別条項の有無に関わらず、１年を通じて常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100

時間未満、２～６か月平均80時間以内にしなければならないこと。 

 

出典：厚生労働省 2018年 12月公表 「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より 
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イ 地方公務員に係る改正 

・ 三六協定の締結義務のない「官公署の事業」に従事する職員に対しては、公務のため臨時又は緊急の

必要がある場合に、任命権者が命ずることができることとされており（労基法第 33条第３項）、民間事

業場の時間外労働とは枠組みが異なっているものの、公務においても職員の健康保持や人材確保の観点

等から働き方改革を推進すべき重要性や必要性は異なるものではないこと等を踏まえ、昨年の人事委員

会報告において「労働基準法の改正の趣旨等を踏まえ、本県の実情に則した適切な方策について検討を

進めていく必要がある」旨の言及を行なった。 

・ 平成 30年 12月、地方公務員についても、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 24条第４項に

おける「均衡の原則」により、国家公務員の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行うことのできる上限を

定めるなど所要の措置を講ずるよう、国（総務省）から各地方公共団体あて通知が発出された。 

 

【職員の給与等に関する報告及び勧告（平成 30年 10月 11日）】 

本年６月に労働基準法（昭和 22年法律第 49号）や労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）等の改正

を内容とする「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）」が

成立し、労働基準法第 36 条に基づく、いわゆる三六協定において定める時間外労働の上限が設けられ、

来年４月から施行されることとなった。 

  本県においては、三六協定の締結義務のある事業（労働基準法別表第一に掲げられた教育、研究、保健

衛生等の事業）に従事する職員については、時間外労働の上限規制の適用を受けることとなることから、

任命権者において、これまで以上に勤務時間管理の徹底や適正化等に努める必要があると考える。 

  併せて、三六協定の締結義務のない官公署の事業に従事する職員についても、職員の健康保持や人材確

保の観点等から働き方改革を推進すべき重要性や必要性は異なるものではないこと、国において国家公務

員に係る超過勤務命令の上限を人事院規則で定めることとしていること等を考慮すると、労働基準法の改

正の趣旨等を踏まえ、本県の実情に則した適切な方策について検討を進めていく必要があると考える。 

 

 ⑶ 条例案の内容 

ア 宿日直勤務に係る規定を整備すること。（給与等条例第 26条の６第１項及び改正後の勤務時間等条例第

９条の２第１項関係） 

設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務等の監視その他の断続的な勤務（宿日

直勤務）について、正規の勤務時間以外に勤務を命じようとする場合には、給与等条例が適用される職

員にあっては市町村長の、勤務時間等条例が適用される職員にあっては人事委員会（労基法別表第一第

１号から第 10号まで及び第 13号から第 15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長）の許可

を受ける必要があること。 

ただし、育児短時間勤務職員等については、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とし

て、人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができることとす

ること。 

 

イ 超過勤務に係る規定を整備すること。（給与等条例第 26条の６第２項及び勤務時間等条例第９条の２第

２項関係） 

公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、給与等条例が適用される職員にあっては市町村教育

委員会が、勤務時間等条例が適用される職員にあっては任命権者が、正規の勤務時間以外の時間におい

て職員に勤務を命ずることができることとすること。 

ただし、育児短時間勤務職員等については、人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以

外の時間において同項に定める勤務以外の勤務をすることを命ずることができることとすること。 

 

ウ 超過勤務の上限の設定等に係る人事委員会規則への委任規定を整備すること。（給与等条例第 26条の６

第３項及び勤務時間等条例第９条の２第３項関係） 

前項に規定するもののほか、同項の規定により勤務を命ずることができる時間数その他の正規の勤務

時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めることとすること。 

 

エ その他所要の整備をすること。（勤務時間等条例第９条の２の２関係） 

     第９条の２の追加に伴い、条番号の整理を行うこと。 
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【新たに宿日直勤務及び超過勤務に係る規定を整備する理由】 

宿日直勤務及び超過勤務については、条例に規定されていない現在においても労基法を根拠として行って

いるところであるが、今般、国の例に準じて、超過勤務の上限の設定等に係る人事委員会規則への委任規定

を設けることとしたことから、関係規定を整備する必要が生じたもの。 

 

 ⑷ 施行期日等（附則関係） 

  平成31年４月１日から施行する。 
 

２ 条例案意見（事務局案）                                      

  適当なものと認められる。 

   

【理由】 

この条例案は、国の例に準じて、超過勤務の上限の設定等について定めようとするものであり、職員の健康

確保や人材確保の観点等から適切な内容であること。 
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別紙４ 

職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び 

職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 条例案の内容                                    

 ⑴ 条例改正の趣旨 

学校教育法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。 

⑵ 条例改正の内容 

 第１条、第２条関係 

学校教育法の一部改正に伴い、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例第２条第２項及び職員の

自己啓発等休業に関する条例第４条第２号で引用している学校教育法「第 104条第４項第２号」を「第 104

条第７項第２号」に改めること。 

⑶ 施行期日（附則関係） 

平成 31年４月１日（改正法の施行日と同日）から施行する。 

 

［参考］ 

ア 学校教育法の一部改正の概要 

第四次産業革命の進展と国際競争の激化に伴い、産業構造が急速に転換する中、優れた専門技能等をもっ

て、新たな価値を創造することができる専門職業人材の養成が急務となっており、専門職業人の養成を目的

とする新たな高等教育機関として「専門職大学」及び「専門職短期大学」の制度を設けるものである。 

 

イ 条例改正の経緯 

学校教育法の一部を改正する法律（平成 29年法律第 41号。以下「改正法」という。）により、学位につい

て定めた第 104条において、専門職大学を卒業した者等の学位に係る規定が追加されたことによる項ずれが

生じたことから、該当の条項を引用している以下の２条例について所要の整備の必要が生じたものである。 

① 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例 

国家公務員の留学費用の償還に関する法律第 12条の規定に基づき、大学院等の課程を履修させるため派

遣研修を命ぜられた一般職の職員が、当該研修中又は研修終了後５年以内に離職した場合の研修費用の償

還に関して必要な事項を定めたものである。 

② 職員の自己啓発等休業に関する条例 

地方公務員法第 26条の５の規定により、職員に自己啓発又は国際協力の機会を提供することを目的とし

て、職員の申請に基づく自発的な大学等の課程の履修又は国際貢献活動を可能とするための休業制度に関

して必要な事項を定めたものである。 

 

２ 条例案意見（事務局案）                                      

  適当なものと認められる。 

 

【理由】 

   法改正に伴う所要の整備（項ずれの修正）であること。 
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会計年度任用職員の給与等に関する条例案要綱 

  

第１ 制定の趣旨 

   地方公務員法等の規定により、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項

を定めようとするものである。  

 

第２ 条例案の内容  

 １ この条例の趣旨を定めること。（第１条関係）  

 ２ 会計年度任用職員の給与について定めること。（第２条関係） 

 ３ 第１号会計年度任用職員の報酬について定めること。（第３条関係）  

 ４ 第１号会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬について定めること

。（第４条関係）  

 ５ 第１号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬について定めること。（第

５条関係）  

 ６ 医師等である第１号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬について定め

ること。（第６条関係） 

 ７ 第１号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬について定めること。

（第７条関係）  

 ８ 第１号会計年度任用職員の特地勤務手当に相当する報酬について定めること。

（第８条関係）  

 ９ 第１号会計年度任用職員の特地勤務手当に準ずる手当に相当する報酬について

定めること。（第９条関係）  

 10 第１号会計年度任用職員のへき地手当に相当する報酬について定めること。（

第10条関係）  

 11 第１号会計年度任用職員のへき地手当に準ずる手当に相当する報酬について定

めること。（第11条関係）  

 12 第１号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬について定めること。

（第12条関係）  

 13 第１号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬について定めること。（第 13

条関係）  

 14 第１号会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬について定めること。（

第14条関係）  

 15 第１号会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬について定めること。（第

15条関係）  

 16 第１号会計年度任用職員の１時間当たりの報酬額の算出について定めること。

（第16条関係）  

 17 第１号会計年度任用職員の報酬の減額について定めること。（第 17条関係）  

 18 第２号会計年度任用職員の給料について定めること。（第 18条関係）  

参考 



 19 第２号会計年度任用職員の手当の支給額等について定めること。（第 19条関係

） 

 20 会計年度任用職員の期末手当について定めること。（第20条～第22条関係） 

 21 会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法について定めること。（第 23条関

係） 

 22 休職者の給与について定めること。（第24条関係）  

 23 第１号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償について定めること。（第

25条関係）  

 24 第１号会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償について定める

こと。（第26条関係）  

 25 会計年度任用職員の勤務時間等について定めること。（第27条関係）  

 26 会計年度任用職員の休暇について定めること。（第 28条関係） 

 27 技能職員等の給与の種類及び基準について定めること。（第 29条関係）  

 28 人事委員会規則への委任について定めること。（第 30条関係） 

 29 施行期日等  

(１) この条例は、平成32年４月１日から施行すること。（附則第１項関係）  

(２) 次に掲げる条例の一部を改正すること。（附則第２項～附則第４項関係

） 

ア 一般職の職員の給与に関する条例  

イ 市町村立学校職員の給与等に関する条例  

ウ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例  



地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う  

関係条例の整備に関する条例案要綱 

 

第１ 制定の趣旨 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例

について整備をしようとするものである。  

  

第２ 条例案の内容  

 １ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 29年法律第29号）の

施行に伴い、次に掲げる条例について所要の整備をすること。  

(１) 職員の分限についての手続及び効果に関する条例（第１条関係）  

(２) 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例（第２条関係）  

(３) 岩手県職員定数条例（第３条関係）  

(４) 職員の退職手当に関する条例（第４条関係）  

(５) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（

第５条関係）  

(６) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（第６条関係）  

(７) 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（第７条関係）  

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、一般職の職員

について「会計年度任用職員」の追加等の改正がなされたことから、上記の

条例における関連規定を整備する必要が生じたものである。  

 

 ２ 施行期日等 

  (１) この条例は、平成 32年４月１日から施行すること。（附則第１項関係

） 

  (２) 所要の経過措置を講ずること。（附則第２項、附則第３項関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 



 



 

 

 

市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

第１ 改正の趣旨  

   国の例に準じて、正規の勤務時間以外の時間における勤務について定めようと

するものである。  

  

第２ 条例案の内容  

 １ 次に掲げる条例において、国の例に準じて、正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務について定めること。 

  (１) 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正（第１条関係）  

  (２) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正（第２条関係）  

 ２ 施行期日（附則関係） 

 この条例は、平成31年４月１日から施行すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び職員の自己啓発等 

   休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１ 改正の趣旨 

   学校教育法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。 

 

第２ 条例案の内容 

 １ 学校教育法の一部改正に伴い、次に掲げる条例について所要の整備をす

ること。 

(１) 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例（第１条関係） 

(２) 職員の自己啓発等休業に関する条例（第２条関係） 

 ２ 施行期日 

この条例は、平成31年４月１日から施行すること。（附則関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 



 

 

  






















































